
NPO法 人アク ト練馬たすけあいワーカーズエプロン 定款

第 1章  総 則

(名 称 )

第 1条  本 会 はNPO法 人 ア ク ト練馬 たす けあい ワーカー ズェ プ ロン とい う。 通称 は
「NPO練 馬 たす けあい ヮー カーズェ プ ロン」 とす る。

(事務所 )

第 2条  本会は、主たる事務所 を東京都練馬 区に置 く。

(目 的 )

第 3条  本会は、市民によるたす けあいの理念に基づき、赤ちゃんか らお年寄 りまで生

活の支援 を必要 とす る人々に対 し、保育・家事・介助・介護等の支援、調査研究、政

策提案等の活動 を行い、自らの生活 を主体的に決定する市民 自治によるまちづ くりと

地域福祉の増進 に寄与す ることを目的 とす る。

(特 定非営利 活動 の種類 )

第 4条  本会 は、第 3条 の 目的 を達成す るた めに、次の種類 の特定非営利活動 を行 う。

(1)保 健 、福祉 の増進 を図 る活動

(2)男 女共 同参画社会 の形成 の促進 を図 る活動

(3)子 どもの健 全 育成 を図 る活動

(4)環 境 の保 全 を図 る活動

(事 業 )

第 5条  本 会 は 、 第 3条 の 目的 を達成 す る た め に 、 特 定 非 営 利 活 動 に係 る次 の 事 業 を、

同 じ理 念 を もつ NPOア ビ リテ ィ ク ラ ブ たす け あ い (以 下 NPO ACT)と 提 携 し

て行 う。

(1)家 事お よび介助・ 介護 等 自立援助 に係 る事業 、保 育 に係 る事業

(2)介護保 険法 に基づ く訪 問介護 事業、介護 予防 。日常生活支援総合事業 、地域密着

型 サー ビス事業、居宅介護支援事業

(3)障 害者 総合支援法 に基づ く障害福祉 サー ビス事業 、特定相談支援事業 、地域 生活

支援事業 にお ける移動支援 事業

(4)通 所 サー ビス に係 る事業

(5)非 常時 の経 済支援 に係 る事業

(6)地 域福祉 に関す る市 民の啓発 と人材養成 を図 る事業

(7)寄 付 され た物 品等の リユー ス、 リサイ クル を促進す る事業

(8)そ の他 、本 会 の 目的 を達成す るた めに必要 な事業

第 2章  会 員

(会 員 の種別 )



第 6条  本会 の会員 は、次の 2種 と し、正会員 を もって特定非営利 活動促進 法 (以 下「法」

とい う)上 の社 員 とす る。

(1)正 会員 本 会 の 目的 に賛 同 して入 会 した個人

(2)賛 助 会員 本会 の 目的 に賛 同 し、本 会 を賛助す る意思 を もつて入会 した個人お よ

び団体

(入 会お よび会費 )

第 7条  本会 の正会員 になろ うとす る者 は、別 に定 める入 会 申込書 を提 出 し、年会費 を

納入 しな けれ ばな らない。

2 理 事会 は、前項 の 申 し込 みが あった ときは、正 当な理 由がない限 り、入 会 を認 めな

けれ ばな らない。

3 理事会 は第 2項 の者 の入 会 を認 めない ときは、速や かに理 由を付 した書 面 を もって

本 人 にその 旨を通知 しな けれ ばな らない。

4 本会 の賛助会員 になろ うとす るものは、年会費 を納入 す るこ とに よって会員 とな る

こ とがで きる。

5 年会費 の額 は、総 会で定 め る。

(会 員 の資格 の喪失 )

第 8条  正会員 が次 の各 号の一 に該 当す る場合 には、そ の資格 を喪失す る。

(1)退 会届 の提 出 を した とき

(2)本 人 が死 亡 した とき

(3)継 続 して 2年 以上年会費 を滞納 した とき

(4)除 名 され た とき

(退 会 )

第 9条  正会員 は、退会届 けを理事会 に提 出 して、任意 に退会す る こ とがで きる。

(除名 )

第 10条  会員 が次 の各号の一 に該 当す る場合 には、総会 の議決 に よ り、これ を除名 す

る ことがで き る。

(1)こ の定款等 に違反 した とき

(2)こ の法人 の名 誉 を傷つ け、または、 目的 に反す る行為 を した とき

2 前項 の規 定に よ り会員 を除名 しよ うとす る場合 は、議決 の前 に 当該 会員 に弁 明の機

会 を与 えなけれ ばな らない。

第 3章  役  員

(種類 お よび 定数 )

第 11条  本 会 に次 の役 員 を置 く。

(1)理 事 3人 以 上 lo人 以 内

(2)監 事 1人 以 上

2 理 事 の 内 、 1人 を理 事 長 、 2人 以 内 を副 理 事 長 とす る。

，
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(選 任 等 )

第 12条  理 事お よび 監事 は、総会 にお いて選任す る。

2 理事長 お よび副理 事長 は、理事会 において理事 の互選 とす る。

3 法第 20条 各 号の いずれ か に該 当す る者 は本 会 の役員 にな るこ とがで きない。
4 監事 は、理事 または本会 の職員 を兼 ねてはな らない。

(職務 )

第 13条  理 事は、理 事会 を構成 し、この定款 の定 めお よび総会又 は理事会 の議 決 に基

づ き、本会 の業務 を執行す る。

2 理事長 は本会 を代 表 し、その業務 を統括 して管理す る。

3 副理事長 は理 事長 を補佐 して業務 を掌理 し、理事長 に事故 があ る とき、または理事

長 が欠 けた ときは、理事会 において あ らか じめ、定 めた順序 に よ りその職務 を代行す

る。

4 監事 は、次 に掲 げ る職務 を行 な う

(1)理 事 の業務執行 の状況 を監査す るこ と

(2)本 会 の財産 の状況 を監査す るこ と

(3)前 2号 の規定 に よる監査 の結果 、本 会 の業務 または財 産 に関 し不正 の行為 または

法令若 しくは定款 に違反す る重大な事実が あ るこ とを発 見 した場合 には、これ を総会

又 は所轄庁 に報告 す るこ と

(4)前 号 の報告 をす るために必要 が ある場合 には、総会 を招集 す るこ と

(5)理 事 の業務 執行 状況 または本 会 の財 産状況 について、理事 に意見 を述べ る こと。

(任期等 )

第 14条  役 員 の任期 は、 2年 とす る。 ただ し、再任 を妨 げない。

2 前項 の規定 にかかわ らず 、任期満 了前 に、就任 後 2事 業年度 が終 了 した後 の総会 に

おいて後任 の役員 が選任 され た場合 には、当該 総会 が終結す るまで を任期 とし、また、

任期満 了後後任 の役員 が選任 されてい ない場合 には、任期 の末 日後最初 の総会 が終結

す るまでそ の任期 を伸長す る。

3 補欠 のた め、または増員 に よ り就任 した役 員 の任期 は、それ ぞれ の前任者 の任期 の

残存期 間 とす る。

4 役 員 は、辞任 また は任期満 了後 にお いて も、後任者 が就任す るまでは、その職務 を

行 なわ なけれ ばな らない。

(解 任 )

第 15条  役 員が次の各号 の一 に該 当す る場合 には、総会 の議決 に よ り、これ を解任す

る ことがで きる。

(1)心 身 の故障 のた め、職 務 の遂行 に堪 えない と認 め られ る とき

(2)職 務 上 の義務違反 、そ の他役員 と してふ さわ しくない行 為が あった とき

2 前項 の規 定 に よ り役員 を解任 しよ うとす る場合 は、議決 の前 に 当該役員 に弁 明の機

会 を与 えな けれ ばな らない。
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(報 酬等 )

第 16条  役員 は、そ の総数 の 3分 の 1以 下の範 囲 で報酬 を受 け るこ とがで きる。

2 役員 には、その職務 を執行す るた めに要 した費用等 を弁償す る ことがで きる。

3 前 2項 に関 し必要 な事項 は、理事会 の議決 を経 て別 に定 め る。

第 4章  会 議

(種 別 )

第 17条  本 会の会議 は、総会 、理事会 の 2種 とし、その他 の会議 は必要 に応 じて設 置

す るこ とが出来 る。

2 総会 は、通常総会お よび臨時総会 とす る。

(総 会の構成 )

第 18条  総会は正会員をもって構成す る。

(総 会の権能 )

第 19条  総 会 は以 下の事項 について議 決す る。

(1)定 款 の変更

(2)会 員の除名

(3)事 業計画お よび予算並 び にその変 更

(4)事 業報告お よび決算 の承認

(5)役 員 の選任 または解任 、職務

(6)年 会費 の額

(7)合 併

(8)解 散

(9)解 散 した場合 の残余財産 の処分

(10)そ の他運営 に関す る重要事項

(総 会 の開催 )

第 20条  通 常総会 は毎事業年度終 了の 日か ら 2カ 月以 内に開催す る。

2 臨時総会 は、次 に掲 げ る場合 に開催す る。

(1)理 事会 が必要 と認 め、招集 の請求 を した とき

(2)正 会員総数 の 5分 の 1以 上か ら会議 の 目的 を記載 した書 面に よ り招集 の請求 が あ

った とき

(3)監 事 が第 13条 第 4項第 4号 の規 定 に基 づいて招集 す る とき

(総 会 の招集 )

第 21条  総会 は前条第 2項 第 3号 の場合 を除 いて理事長 が招集す る。

2 理事長 は ,前 条第 2項 第 1号 お よび第 2号 の規定 に よる請求が あった ときは ,そ の

日か ら 30日 以内 に臨時総会 を招集 しな けれ ばな らない。

3 総会 を招集す る場合 は、会議 の 日時 、場所 、 目的、内容 を示 した招集 案内 を書面 、

フ ァクシ ミリ、または電磁 的方法 に よ り、開催 日の 1週 間前 まで に通知 を発 しな くて

・
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はな らない。

(総 会 の議長 )

第 22条  総会 の議長 は、正会員 の 中か ら選 出す る。

(総 会 の定足数 )

第 23条  総会 は、正会員数 の過 半数 が出席 した場合 に成 立す るこ ととす る。書 面等 に

よる表決お よび委任 状 は、出席 数 に含む もの とす る。

(総 会の議決 )

第 24条  総会における議決事項は、第 21条 第 3項の規定によってあ らか じめ通知 し

た事項 とす る。ただ し緊急の場合については、総会出席者 の 2分 の 1以 上の同意によ り

議題 とす ることができる。

2総 会の議決は、この定款 に規定す るものの他 は、出席 した正会員の過半数をもって

決 し、可否同数の時は、議長の決す るところによる。

(総 会 での表決権 )

第 25条  各正会員 の表決権 は、平等 な もの とす る。

2 総会 に出席 で きない正会員 は、あ らか じめ通知 され た事項 につ いて書面、ファクシ

ミリ、または電磁 的方 法 をもって表決 し、または他 の正会 員 を代理人 として表決 を委任

す るこ とがで きる。

(総 会 の議事録 )

第 26条  総会 の議事録 においては、次の事項 を記載 した議事録 を作成 しな けれ ばな ら

ない。

(1)日 時お よび場所

(2)正 会員 の現在数

(3)出 席 した正会員 の数

(4)審 議事項

(5)議 事 の経過 の概 要 と議決 の結果

(6)議 事録 署名 人 の選任 に関す る事項

2 議 事録 には、議長 お よび 出席 した正会員 の うちか らその会議 にお いて選任 され た議

事録署名 人 2人 以上 が記名 押印 また は署名 しなけれ ばな らない。

(理 事会 の構成 )

第 27条  理事会 は、理事 を もって構成す る。

2 監事 は理事会 に出席 し、意 見 を述べ、質 問 を し、報告 を求 め る こ とができ る。

(理 事 会

第 28条

(1)総
(2)総

の権能

理 事 会 は 、 この 定款 に別 に定 め る事 項 の ほか 、 次 の 事 項 を議 決 す る。

会 に付 議 す べ き事 項

会 の議 決 した 事 項 の執 行 に 関 す る事 項

″
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(3)そ の他総会 の議決 を必 要 としない業務 の執行 に関す る事項

(理 事会 の開催 )

第 29条  理事会 は、次 に掲 げ る場合 に開催 す る。

(1)理 事長 が必要 と認 めた とき。

(2)理 事総数 の 2分 の 1以 上か ら理事会 の 目的で ある事項 を記載 した書 面に よ り召集

の請求 が あった とき。

(理 事会 の招集 )

第 30条  理事会 は、理事長 が招集す る。

2 理事長 は、前条第 2号 に よる請求が あった ときは、そ の 日か ら 14日 以内 に理事会

を招集 しな けれ ばな らない。

3 理 事会 を招集す る ときは、会議 の 日時、場所 、目的及 び審議事項 を記載 した書 面 ま

たは フ ァクシ ミリ、電磁 的方法 に よ り、開催 の 日の 7日 前 まで に通知 しなけれ ばな らな

い。

(理 事会 の議長 )

第 31条  理事会 の議長 は、出席 した理 事 の 中か ら互選す る。

(理 事会の議決 )

第 32条  理事会における議決事項は、第 30条 第 3項 の規定によってあらか じめ通知

した事項 とす る。ただ し、緊急の場合については、出席 した理事の 2分 の 1以 上の同意

により議題 とす ることができる。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数 によって決 し、可否同数の ときは、議長の決す

るところによる。

(理 事会 の表決権等 )

第 33条  各理事 の表決権 は、平等 な もの とす る。

2 や む を得 ない理 由のた め理事会 に出席 で きない理事 は、あ らか じめ通知 され た事項

につ いて書 面、 ファクシ ミリ、または電磁 的方法 を もって表決す るこ とがで き る。

3 前項 の規 定に よ り表決 した理事 は、前条及 び次条第 1項 の適用 については、理事会

に出席 した もの とみ なす。

4 理 事会 の議決 につ いて、特別 の利 害 関係 を有す る理事 は、その議事 の議決 に加 わ る

こ とがで きない。

(理 事会 の議事録 )

第 34条  理事会 の議事 につ いては、次 の事項 を記載 した議 事録 を作成 しなけれ ばな ら

ない。

(1)日 時及 び場所

(2)理 事総数 、出席者数及 び出席者 氏名 (書 面等 による表決者 にあた っては、その 旨

を付記す るこ と。)

(3)審 議事項
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(4)議 事 の経過 の概 要及 び議決 の結果

(5)議 事録 署名 人 の選任 に関す る事項

2 議事録 には、議長及びその会議 にお いて選任 され た議事録 署名 人 2人 が記名 押印又

は署名 しなけれ ばな らない。

第 5章  資 産

(構 成 )

第 35条  本会 の資産 は、次の各 号 に掲 げ るもの を もって構成す る。

(1)設 立 当初 の財 産 目録 に記載 され た資産

(2)入 会金

(3)年 会費

(4)寄 付金 品

(5)資 産 か ら生 じる収益

(6)事 業 に伴 う収益

(7)そ の他 の収益

(区 分 )

第 36条  本会の資産は、特定非営利活動に係 る事業に関す る資産 とす る。

(管  理 )

第 37条  本 会 の資産 は、理事長 が管理 し、その方法 は理事会の議決 を経 て別 に定 め る。

(経 費の支弁 )

第 38条 本会の経費は、資産 をもって支弁す る。

第 6章  会 計

(会 計 の原則 )

第 39条  本会 の会計 は、法第 27条 各号 に掲 げ る原則 に従 って行 なわな けれ ばな らな

い 。

(会 計 区分 )

第 40条  本 会 の会計 は、特 定非営利 活動 に係 る事業会計 とす る。

(事 業年度 )

第 41条  本会 の事業年度 は、毎年 4月 1日 に始 ま り、翌年 3月 31日 に終 わ る。

(事 業計画お よび予算 )

第 42条  本会 の事業計画お よび これ に伴 う予算 は、毎事業年度 ご とに理事会 が作成 し、

通常総会 で議決 を経 なけれ ばな らない。

2 理事会 は、通 常総 会 での予算成 立 の 日まで前事業年度 の予算 に準 じ収益費用 を講 じ

ワ
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ることができる。

前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用 とみなす。

(事業計画お よび予算 の変更 )

第 43条  事業計画 、予算成 立後 にやむ を得 ない事 由が生 じた ときは、重要 な変 更は総

会 の議決 を経 て、軽微 な変 更は理事会 の議決 を経 て、既 定 の事業計画 お よび予算 の変

更 をす るこ とがで きる。

2 理事会 におい て事業年度 中に事業計画お よび予算 を変更 した場合 は、当該事業年度

終 了後 の通常総会 に報告す る もの とす る。

(事 業報告お よび決算 )

第 44条  本 会の事業報告書 、財産 目録 、貸借対照表お よび活動計算書 の決算 に関す る

書類 は、理事長 が事業年度終 了後 に遅滞 な くこれ を作成 し、監事 の監査お よび理事会

の議決 を経 た上、 当該 事業年度 終 了後 の通常総会 の議決 を経 な けれ ばな らない。

2決 算 上、剰 余金 を生 じた ときは、次事業年度 に繰 り越す もの とす る。

第 7章  定款 の変 更、解散お よび合併

(定款 の変更 )

第 45条  本会 が定款 を変更 しよ うとす る ときは、総会 に出席 した正会員 の 3分 の 2以

上 の多数 に よる議 決 を経 、かつ 、法第 25条 第 3項 に規 定す る事項 について は、所轄

庁 の認 証 を得 なけれ ばな らない。

2 この法人 の定款 を変更 (前 項 の規 定 に よ り所轄庁 の認 証 を得 なけれ ばな らない事項

を除 く。)し た ときは、所轄庁 に届 け出なけれ ばな らない。

(解散 )

第 46条  本会 は次 に掲 げ る事 由に よ り解散す る。

(1)総 会 の議決

(2)目 的 とす る特定非営利 活動 に係 る事業 の成功 の不能

(3)正 会員 の欠 亡

(4)合 併

(5)破 産手続 開始 の決定

(6)所 轄庁 に よる設 立の認 証 の取 り消 し

2 前項第 1号 の事 由に よ り本会 が解散す る ときは、正会員総数 の 4分 の 3以 上 の議決

を経 なけれ ばな らない。

3 第 1項 第 2号 の事 由に よ り解散す る ときは、所轄庁 の認 定 を得 な けれ ばな らない。

(清 算人 の選任 )

第 47条  本会 が解散 した ときは、理事 が清算 人 とな る。ただ し、合併 の場合 に よる解

散 を除 く。

（
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(残 余財 産 の帰属 )

第 48条  本会 が解散 (合 併 または破 産 手続 開始 の決定 に よる解散 を除 く。)し た とき

に残存す る財 産 は、類 似す る 目的 を持 つ特定非営利 活動法人 の うちか ら、総会 で議決

した者 に譲渡す る もの とす る。

(合併 )

第 49条  本会 が合併 しよ うとす る ときは、総会 にお いて正会員総数 の 4分の 3以 上 の

議決 を経 、かつ 、所轄庁 の認 証 を得 なけれ ば な らない。

第 8章  公告 の方法

(公 告 の方法 )

第 50条  本 会の公告 は、本会 の掲示板 に掲示す る とともに、官報 に掲載 して行 な う。

ただ し、法第 28条 の 2第 1項 に規定す る貸借対照表 の公告 につ いては、この法人 の

ホー ムペ ー ジに掲載 して行 な う。

第 9章  雑  則

(事務 局 )

第 51条  本会 に、本 会 の事務 を処理す るた め、事務局 を設置す る。

2 事務 局長 は、理事会 の議決 を経 て、理事長 が任免 を行 う。

3 職員 は、理事長 が任免 を行 う

4 事務 局 の組織 お よび運営 に関 し必 要 な事項 は、理事会 の議決 を経 て理事長 が別 に定

め る。

第 10章  実施細則

(糸田  貝11)

第 52条  この定款 の施行 につ いて必要 な細則 は、理事会 の議決 を経 て、理 事長 が別 に

定 める。

特定非営利 活動法人 と して成 立 した 日か ら施 行す る。

2 本 会 の名 称 は 、特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 に基 づ く法 人 設 立 の認 証 、設 立 の 登 記 が 終 了

す るま で は 、NPOア ビ リテ ィ ク ラブ たす け あ い練 馬 たす け あ い ワー カ ー ズ エ プ ロン と

称 す る。

3 本 会 が 特 定非 営利 活 動 法 人 と して成 立 した 当初 の入 会 金 、年 会 費 は 、第 7条 の規 定

に係 らず 次 に掲 げ る額 とす る。

(1)入 会 金  10、 000円

附
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(2)年 会費   3、 000円

4 本 会が特 定非営利 活動法 人 と して成 立 した 当初 の役員 は、別表 の とお りとす る。

本会が特定非営利活動法人 として成立 した当初の役員任期は、第 14条 第 1項 の規

定に係 らず、同法人 として成立 した 日か ら2001年 度通常総会まで とす る。

5

6 本会が特定非営利活動法人 として成立 した当初の事業年度は、第 41条の規定にか

かわらず、同法人 として成立 した日から2000年 3月 31日 までとする。

本会 が特定非 営利 活動法 人 と して成 立 した当初 の事業計画お よび収支予算 は、第 4

2条 の規定 に係 らず 、設 立総会 の定 める ところに よる。

別表   設 立 当初 の役員名 簿

役 名 氏   名

理 事 長 高橋 貴子

副理事長 山本  ふ き子

副理事長 大津 涼子

理 事 窪 田 清子

理 事 加藤 千賀子

理 事 齋藤 アイ子

理 事 小 野 寺  京 子

理 事 坂谷 内 弘美

理 事 木村 多恵子

監 事 吉原 幸子

監 事 村松 勝枝

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

年  9月
年  3月
年  5月
年 10月

年  6月
年  9月
年 11月

年  5月
年  9月

一 部 変 更

一 部 変 更

一 部 変 更

一 部 変 更

一 部 変 更

一 部 変 更

一 部 変 更

一 部 変 更

一 部 変 更
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０ 1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

7

7

8

8

0

1

3

8日

2日

5日

4日

2日

1日

2日

1日

7日

1

1

1

1

2

1

2
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平成 2

平成 2

平成 2

平成 2

平成 2

平成 3

4年 12月 18日
5年  9月  9日
7年1 9月 16日
8年  9月 20日
9年  9月  5日
0年  5月 27日

一部変更

一部変 更

一部変更

一部変更

一部変 更

一部変更
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